
お
お
と
よ
　
ゆ
と
り
す
と

6

お
お
と
よ
　
ゆ
と
り
す
と

7

・
３
カ
月
分
の
病
院
の
領
収
書
、
入
院
期
間
の
証
明
書
な

ど
（
入
院
が
90
日
を
越
え
た
場
合
）

　

申
請
は
住
民
課
保
険
窓
口
班
国
保
係
で
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

※
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、
所
得
の
申
告
を
し

な
い
と
認
定
証
が
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

※
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
認
定
証
は
交
付
さ
れ

ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
保
険
窓
口
班
　
国
保
係

大
豊
町
健
診
タ
ク
シ
ー
制
度

　

町
内
に
住
民
票
を
有
し
、
居
住
し
て
い
る
方
が
町
内
の

医
療
機
関
で
健
診
を
受
け
た
場
合
、
帰
り
の
タ
ク
シ
ー
料

金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
医
療
機
関
】

　

大
杉
中
央
病
院
、
大
田
口
医
院
、
高
橋
医
院

【
助
成
金
額
】

　

医
療
機
関
か
ら
自
宅
ま
で
の
帰
り
の
片
道
料
金
の
う
ち
、

５
０
０
円
を
超
え
る
額
（
５
０
０
円
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
）

【
助
成
期
間
】

　

7
月
1
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で

【
利
用
方
法
】

　

健
診
を
受
け
て
帰
る
際
、
医
療
機
関
の
受
付
で
「
タ
ク

シ
ー
利
用
助
成
券
（
桃
色
）」
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
タ
ク

シ
ー
乗
車
時
に
運
転
手
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
た
だ
し
、
買
い
物
な
ど
個
人
的
な
寄
り
道
区
間
お
よ
び

待
ち
時
間
の
料
金
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
保
険
窓
口
班
　
坂
本

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
方
へ

○
限
度
額
適
用
認
定
証
と
標
準
負
担
減
額
認
定
証
に
つ
い
て

　

入
院
な
ど
の
高
額
な
医
療
費
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提

示
す
る
と
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
町
・
県
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
入
院
を
す
る

場
合
に
は
、「
標
準
負
担
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提

示
す
る
と
、
入
院
時
の
食
事
代
の
自
己
負
担
が
減
額
さ
れ

ま
す
。

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と
「
標
準
負
担
減
額
認
定
証
」

は
、
申
請
に
よ
り
交
付
し
ま
す
。
年
齢
と
住
民
税
の
課
税

状
況
に
よ
っ
て
、
交
付
さ
れ
る
認
定
証
と
自
己
負
担
限
度

額
の
区
分
が
異
な
り
ま
す
。

【
70
歳
未
満
の
被
保
険
者
】

　

町
・
県
民
税
課
税
世
帯
…
限
度
額
適
用
認
定
証
（
水

色
）
の
み

　

町
・
県
民
税
非
課
税
世
帯
…
限
度
額
適
用
認
定
証
（
水

色
）
と
標
準
負
担
減
額
認
定
証
（
白
色
）
の
２
枚

【
70
歳
以
上
の
被
保
険
者
】

　

町
・
県
民
税
課
税
世
帯
…
認
定
証
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん

　

町
・
県
民
税
非
課
税
世
帯
…
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

減
額
認
定
証
（
黄
緑
色
）

　

現
在
、
限
度
額
適
用
認
定
証
や
標
準
負
担
減
額
認
定
証

を
交
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
有
効
期
限
が
平
成
27
年
７
月

31
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。
更
新
の
必
要
な
方
は
申
請
を
し

て
く
だ
い
。

　

標
準
負
担
減
額
認
定
証
に
つ
い
て
は
、
入
院
期
間
が
90

日
を
越
え
た
場
合
、
再
度
申
請
を
す
る
と
入
院
時
の
食
事

代
が
さ
ら
に
減
額
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
詳
し
く
は

国
保
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

★
申
請
に
必
要
な
も
の

・
保
険
証

・
印
鑑

・
お
持
ち
の
認
定
証
（
更
新
の
方
）

つ
い
て
ご
確
認
い
た
だ
き
、
納
付
書
払
い
（
普
通
徴
収
）

の
方
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
の
保
険
料
の
納
入
方
法
は
次
の
よ
う
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。

①
7
月
か
ら
12
月
ま
で
す
べ
て
を
納
付
書
で
納
め
る
方（
普

通
徴
収
）

②
年
度
の
途
中
か
ら
年
金
天
引
き
と
な
る
方（
普
通
徴
収
＋

特
別
徴
収
）

③
年
金
支
給
月
に
す
べ
て
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な
る
方

（
特
別
徴
収
）

　

昨
年
ま
で
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
で
納
め

ら
れ
て
い
た
方
で
も
、
所
得
額
等
に
よ
っ
て
徴
収
方
法
が

変
更
さ
れ
納
付
書
払
い
（
普
通
徴
収
）
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
保
険
窓
口
班
　
小
松

各
種
健
診
の
受
診
券
等
を
発
送
し
ま
し
た

　

７
月
13
日（
月
）か
ら
16
日（
木
）は
総
合
検
診
の
日
で
す
。

次
の
各
種
健
診
の
受
診
券
等
を
６
月
末
に
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

　

申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
で
、
受
診
券
等
が
届
い
て
い
な

い
場
合
は
健
康
づ
く
り
班
ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
40
歳
以
上
74
歳
ま
で
の
国
保
加
入
者
に

　

「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」

◆
75
歳
以
上
で
健
診
の
申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
に

　

「
健
康
診
査
受
診
券
」

◆
が
ん
検
診
の
申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
に

　

「
が
ん
検
診
受
診
票
」

　

受
診
の
際
は
、
必
ず
受
診
券
等
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
婦
人
が
ん
個
別
検
診
に
つ
い
て

　

受
け
た
い
医
療
機
関
に
必
ず
予
約
し
て
か
ら
受
診
票
と

保
険
証
を
持
っ
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

＊
乳
が
ん
検
診
に
つ
い
て

　

乳
が
ん
検
診
は
個
別
検
診
で
す
。
受
診
票
を
必
ず
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。（
自
己
負
担
無
料
）

※
お
知
ら
せ

　

５
月
号
広
報
誌
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
子
宮
が
ん
検

診
・
乳
が
ん
検
診
個
別
検
診
医
療
機
関
の
中
で
、
高
知
城

東
病
院
お
よ
び
高
知
大
学
医
学
部
付
属
病
院
は
受
診
で
き

る
医
療
機
関
か
ら
除
か
れ
、
個
別
検
診
対
象
医
療
機
関
で

は
な
く
な
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

　
住
民
課
健
康
づ
く
り
班
　
下
村

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　

消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響
等
を
踏
ま
え
、
子
育
て
世

帯
に
対
し
て
、
臨
時
特
例
的
な
給
付
措
置
と
し
て
今
年
度

も
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
対 
象 
者
】
平
成
27
年
6
月
分
の
児
童
手
当
を
大
豊
町
か

ら
受
給
さ
れ
る
方

※
今
年
度
の
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
対
象
と
な

る
公
務
員
以
外
の
方
に
は
、
児
童
手
当
現
況
届
の
お
知

ら
せ
に
申
請
書
を
同
封
し
て
郵
送
し
て
お
り
ま
す
。

※
公
務
員
の
方
は
、
平
成
27
年
５
月
31
日
時
点
で
大
豊
町

に
住
民
票
が
あ
る
人
が
対
象
と
な
り
、
申
請
に
は
勤
務

先
か
ら
の「
児
童
手
当
状
況
証
明
」が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
支 

給 

額
】
対
象
児
童
1
人
に
つ
き
３
，０
０
０
円

【
申
請
期
限
】
10
月
30
日（
金
）

【
必
要
書
類
】
申
請
書
（
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

　
　
　
　
　
　

本
人
確
認
書
類

　
　
　
　
　
　

振
込
口
座
の
確
認
が
で
き
る
も
の

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
福
祉
班
　
都
築

　地方税法施行令の一部改正により限度額と軽減が次のとおりになります。

限度額
　国保税は基礎賦課、後期高齢支援金分、介護分（40歳以上70歳
未満が対象者）のそれぞれを計算し、それを合計した額です。

軽減制度
　国保税の平等割りと均等割りについて、軽減制度が拡大されました。
☆改正前　　　　　　　　　　　　　　　
　【7割軽減】世帯の所得が33万円以下
　【5割軽減】世帯の所得が33万円＋24.5万円× (被保険者数－世帯主)　
　【2割軽減】世帯の所得が33万円＋45万円×被保険者数
☆改正後
　【7割軽減】世帯の所得が33万円以下
　【5割軽減】世帯の所得が33万円＋26万円×被保険者数　 
　【2割軽減】世帯の所得が33万円＋47万円×被保険者数
※　平成27年1月1日時点で、満65歳以上(昭和25年1月1日以前生まれ)の公的年金所得は15万円の特別控除

が適用されます。

平成27年度国民健康保険税について

死亡届提出後の手続きについて

区　　分 改正前 改正後
基礎賦課分 51万円 52万円
後期高齢支援金分 16万円 17万円
介護分 14万円 16万円

… 住民課税務班問い合わせ先

… 住民課保険窓口班問い合わせ先

お亡くなりになった方が 手続き 必要なもの 備考
国民健康保険に加入
していた
後期高齢者医療保険
に加入していた

葬祭費（※）の請求

□会葬礼状、葬祭の領収書、火葬埋葬許可書のいずれ
かの写し（葬祭を行った方が確認できるもの）

被保険者
証を返納
してくだ
さい

□葬祭を行った方の口座番号の確認できるもの
□葬祭を行った方の印鑑

国民年金に加入して
いた

年金受給権者死亡届 □印鑑
年金証書
を返納し
てくださ
い

未支給年金の請求

□死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本・住民票等
□死亡者と請求者の生計同一関係書類
□請求者名義の預貯金通帳の写し
□請求者の印鑑

※葬祭を行った方に３万円が支給されます。
　その他、介護保険被保険者証（黄緑色）、身体障害者手帳等をお持ちの方は返納してください。


